
                    主　　　　　　　　　　文
        １　本件訴えをいずれも却下する。
        ２　訴訟費用は原告の負担とする。
                    事　実　及　び　理　由
第１　請求
　１　主位的請求
　　　被告が原告に対して平成１２年１０月２日付けでしたＡ名義の銀行預金口座
あての５１万６２
００円の支払処分を取り消す。
　２　予備的請求
　　　被告が原告に対して平成１２年５月中旬にした同年４月１日から平成１３年
３月３１日までの
間の５２週分の介助券１０４０枚の交付処分を取り消す。
第２　事案の概要
　　本件は，被告の全身性障害者介助人派遣助成事業による介助人派遣の助成を受
けていた原告が，
助成時間を削減したのは違法であるとして，主位的に削減された派遣時間数による
介助人に対する介
助料の支払（振込）の取消しを，予備的に削減された派遣時間数による介助券交付
の取消しを求めた
のに対して，被告が上記支払及び交付の行政処分性を争い，訴えの却下を求める事
案である。
  １　争いのない事実
    (1)　当事者
　　　ア　原告は，宮城県名取市（以下「市」という。）に居住し，名取市全身性
障害者介助人派遣
助成事業（以下「本件事業」という。）の対象者である。
　　　イ　被告は，本件事業を施行する者である。
　　(2)  宮城県の事業の概要
　　　ア　宮城県（以下「県」という。）は，平成９年４月から，県の単独事業と
して，常時介助を
必要としている在宅の全身性障害者に対し，自らが選定した介助人を派遣しケアサ
ービスを提供する
ことにより，障害者の生活安定を図り，自立と社会参加を促進することを目的とし
た事業の実施を開
始した（以下「県単独事業」という。）。
　　　イ　県単独事業の概要は，次の(ア)ないし(オ)のとおりである。
　　　　(ア)　対象者は，市町村長が派遣の必要性があると認めた者とする。
　　　　(イ)　介助人は原則として対象者の選定する者で，市町村長が適当と認め
る者とする。
　　　　(ウ)  市町村長が介助人の派遣を決定したときは，対象者に対して介助人
を派遣する。
　　　　(エ)　市町村長は，対象者に対し，原則として１日当たり４時間（１週間
につき２８時間）
を限度として介助券を交付する。
　　　　(オ)  対象者が介助を受けたときは，介助人に対し，介助券を１時間当た
り１枚交付する。
市町村長は，介助人から請求を受け，審査の結果，適正と認めたときは，介助人に
対し，介助料とし
て介助券１枚につき１４５０円を支払う。
　　　ウ　県単独事業の事業主体は原則として各市町村とされ，その実施は各市町
村において定める
市町村全身性障害者介助人派遣事業実施要綱に基づいて行うものとされた。
　　　エ　県は，宮城県全身性障害者介助人派遣事業補助金交付要綱（甲７。以下
「本件交付要綱」
という。）第８及び宮城県全身性障害者介助人派遣事業実施要綱（甲６。以下「本
件実施要綱」とい
う。）等に基づき，各市町村の実施する県単独事業に対して補助金を交付してい



る。
　　(3)　被告の事業の概要
　　　ア　市は，平成９年１０月，(2)ウに基づき，名取市全身性障害者介助人助成
事業実施要綱（
平成９年９月３０日告示第４６号。以下「名取市実施要綱」という。）を定め，県
からその経費の４
分の３につき補助金の交付を受けて，本件事業の実施を開始した。
　　　イ　本件事業の対象者は，①市内に居住する常時介助の提供を必要とする在
宅の全身性障害者
であること，②身体障害者手帳の交付を受けている１８才以上の者であること，③
両上肢，両下肢（
又は体幹）のいずれにも障害が認められる肢体不自由１級の者で，④単身者，夫婦
ともに障害者その
他家族等の介助が受けられない者で，⑤生活保護法による生活保護世帯又は生計中
心者が前年所得税
非課税世帯である世帯に属する者である（甲１１）。
　　　　　介助人の派遣時間数は，１か月当たり，当月の日数に４時間を乗じた時
間とされた。
　　(4)　派遣時間数の改正とその実施
　　　ア　平成１２年４月１日，本件交付要綱，本件実施要綱及び宮城県全身性障
害者介助人派遣事
業運営要領（甲５。以下「本件運営要領」といい，本件交付要綱，本件実施要綱及
び本件運営要領を
併せて「本件交付要綱等」という。）は一部改正され，介助人の派遣時間数は原則
として，１週間（
７日）当たり２０時間が限度とされた（以下「本件一部改正」という。）。
　　　イ　本件事業は市の市民福祉部長が所管しているところ，同部長は，平成１
２年３月３１日，
本件一部改正に合わせて，同市事務決裁規程に基づく専決事項として，これによる
同年４月以降の介
助人派遣の助成時間数削減を決定した（以下「本件削減決定」という。）。
　　　　　原告に対する改正前制度に基づく助成時間数と改正後の制度に基づく助
成時間数の差は，
別表記載のとおりである。
　　　ウ　市民福祉部長は，平成１２年５月中旬，原告に対し，同年４月１日から
平成１３年３月３
１日までの間の５２週分の介助券１０４０枚を交付した（以下「本件交付」とい
う。）。
      エ　被告は，平成１２年１０月２日，原告が利用した介助人のうち主たる介
助人であるＡに対
し，介助料５１万６２００円を同人名義の銀行口座に振り込む方法で支払った（以
下「本件支払」と
いう。）。
  ２　争点
    (1)　本件訴えの適法性
      ア　被告の本案前の主張
　　　　(ア)　主位的請求について
　　　　　　  行政事件訴訟法３条２項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使
に当たる行為」と
は，公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち，その行為によって直接国
民の権利義務を形
成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものである。
　　　　　  　原告が処分であると主張する本件支払は，何らの処分行為にも該当
しないので，本件
訴えは不適法である。
　　　　　  　また，本件事業は，本件交付要綱等に基づいて行われており，何ら
法律の規定及び委
任に基づくものではない。



　　　　　  　したがって，本件訴えは不適法である。
    　　(イ)  予備的請求について
　　　　　　  本件交付は，(ア)と同様の理由で行政処分に当たらないので，本件
訴えは不適法であ
る。
      イ　本案前の主張に対する原告の反論
　　　　　　　本件交付及び本件支払は，いずれも，本件交付要綱等の改正を受け
て行われたもので
あり，同改正は行政庁の公権力行使にほかならない。したがって，これを受けて行
われた本件交付及
び本件支払も公権力の行使に当たる。
    　　　　　よって，本件訴えは適法である。
　　(2)　本件支払及び本件交付の適法性について
　　　ア　原告の主張
        (ア)　本件支払の違法
          　　本件支払により，原告は食事，入浴，排便及び外出等についての介
助を受けることの
できる時間数が減少したため，日常生活及び社会生活上の著しい不利益を被った。
全身性障害者であ
る原告にとって，介護は生存のために必要不可欠なものであり，介助人助成時間数
の削減は，憲法２
５条の保障する生存権を侵害するものであって，本件支払による支払行為は，被告
の行った原告に対
する違法な処分に当たるというべきである。
　　　　　　　よって，原告は，本件支払の取消しを求める。
　　　　(イ)　本件交付の違法
　　　　　　　本件交付により，原告は食事，入浴，排便及び外出等についての介
助を受けることの
できる時間数が減少したため，日常生活及び社会生活上の著しい不利益を被った。
全身性障害者であ
る原告にとって，介護は生存のために必要不可欠なものであり，介助人助成時間数
の削減は，憲法２
５条の保障する生存権を侵害するものであって，本件交付は，被告の行った原告に
対する違法な処分
に当たるというべきである。
　　　　　　　よって，原告は，本件交付の取消しを求める。
　　　イ　被告の主張
　　　　(ア)　市は，本件事業の実施主体であるが，同事業にかかる経費の４分の
３については，県
から補助金の交付を受けていた。
　　　　　　　県は，平成１２年４月，財政が極めて危機的状況にあり，県単独事
業についての十分
な予算確保が困難になったことを理由として，本件一部改正を行った。
　　　　　　　市の当時の財政は，本件一部改正に伴う補助金の減額を受けて同市
独自で予算的手当
をするには厳しい状態であり，本件事業について，本件一部改正後の本件運営要領
におけると同様の
派遣時間数とせざるを得なかった。
　　　　　　　また，本件事業は，元来身体障害者ホームヘルプサービス事業を補
完するための事業
であること，サービス内容からしてホームヘルプサービスによって提供されるヘル
パー派遣の増加に
よって代替が可能であることから，県に対して早急に復元されるよう積極的に働き
かけていくことを
前提に，やむを得ず削減したものである。
　　　　　　　したがって，本件一部改正による介助人の派遣時間数削減はやむを
得ないものであっ
たというべきである。



　　　　(イ)　平成１２年８月１日以降，本件事業は，国の身体障害者ホームヘル
プサービス事業運
営要綱（平成２年１２月２８日付け社更第２５５号厚生省社会局長通知）及び在宅
福祉事業費補助金
等交付要綱（平成１１年１２月９日厚生省発老第９９号厚生事務次官通知）により
国庫補助の対象と
なった。これを受けて，新しい宮城県全身性障害者介助人派遣事業運営要綱（平成
１２年８月１日施
行。乙４），宮城県在宅障害者（児）福祉事業費補助金交付要綱（同日施行。乙
３），宮城県全身性
障害者介助人派遣事業事務取扱要領（同日施行。乙５）が制定され，本件交付要綱
等はいずれも廃止
された。市においては，同日以降，上記各要綱・要領に準じて本件事業を実施して
おり，介助人の派
遣時間数は１日当たり４時間（週２８時間）とされた。
　　　　(ウ)　本件事業における介助人の派遣時間数の減少は，財政的なやむを得
ない事情に基づく
ものである上，４か月後の平成１２年８月１日以降は派遣時間数が従前のとおりに
回復したのである
から，被告の行為は違法ではない。
第３　本案前の主張についての判断
　１　行政処分の取消しを求める訴えは，行政庁の公権力の行使に当たる行為を対
象としてその取消
しを求めるものであるから（行政事件訴訟法３条２項），同訴えが適法であるため
には，まず，取消
しの対象となる行政庁の行為が公権力性を有することが必要である。
　２　これを本件についてみるに，本件事業は，常時介助が必要な在宅の全身性障
害者に対し，自ら
選定した介助人による必要と認められる身体介助の提供に要する費用について助成
を行うことを内容
とするものであるところ，かかる助成のような給付行為は，その実質は，私人の申
込みに対し，行政
庁がその承諾をすることによって成立する役務提供契約又は贈与契約として構成さ
れるべき私法上の
行為であるから，その性質上当然に公権力性があるものとはいえない。
　　　したがって，これが公権力の行使たる行政処分に当たるというためには，法
令上の根拠がある
こと，すなわち，法令が，特定の目的のため，立法政策として，これに実体的又は
手続的権利性を付
与して，行政庁がこれに応じ又は拒否する行為を行政処分として構成していること
が必要であるとい
うべきである。
　３　しかるところ，本件削減決定による介助人の助成時間数の削減がされた当
時，本件事業が市の
制定した名取市実施要綱に基づいて実施されていたこと及び同実施要綱は県の制定
した本件交付要綱
等を受けて制定されたものであり，これにより市は県からその経費の４分の３につ
き補助金の交付を
受けていたことは前示のとおりであるところ，補助金の交付や役務の提供を内容と
するこれらの要綱
は，いずれも給付の基準を定める行政規則にすぎず，何ら法令として効力を有する
ものではなく，こ
れらの要綱によってなされる本件交付及び本件支払は，これによって原告に権利を
設定し若しくはそ
の設定を拒否し又は義務を課する効果を生ずるものとはいえない（本件交付要綱等
は，介助人助成時
間数等給付の限度を定めており，介助券の交付を受けた介助対象者はこの限度で自
由に（ただし，前



示第２の１(2)イ(オ)の審査の結果適正と認められることが条件となる。）介助の助
成を受ける時期，
時間等を選択行使できる仕組みになっているが，これは，役務提供契約又は贈与契
約の申込みに対す
る承諾の限度を定めたにすぎないと解すべきであり，これから直ちに本件事業によ
る介助人の助成に
上記の意味での権利の設定等があったと導き出すのは困難である。）。
　　　そして，本件事業につき，他に法令上の根拠があることを認めるに足りる証
拠はない。
  ４　以上の次第であるから，本件訴えはいずれも不適法なので却下することと
し，訴訟費用の負担
につき，行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり判決す
る。
　　　　仙台地方裁判所第１民事部

                  裁判長裁判官　　　　　信　　　濃　　　孝　　　一
                                  
                                  
                                  
                        裁判官　　　　　岡　　　崎　　　克　　　彦
                                  
                                  
                                  
                        裁判官　　　　　寺　　　田　　　利　　　彦

別　表

　　　４月（３０日間） 　　　５月（３１日間） 　　　６月（３０日間） 　　　７月（３１日間）
時間数 金　額 時間数 金　額 時間数 金　額 時間数 金　額

改正前 １２０時間１７４，０００円 １２４時間１７９，８００円 １２０時間１７４，０００円 １２４時間１７９，８００円

改正後 ８０時間１１６，０００円 ８０時間１１６，０００円 １００時間１４５，０００円 ９６時間１３９，２００円

削減数 ４０時間 ５８，０００円 ４４時間 ６３，８００円 ２０時間 ２９，０００円 ２８時間 ４０，６００円

　 削減数合計（４～７月）　：１３２時間　１９１，４００円


